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概要 

令和 3年度介護報酬改定により、高齢者虐待防止体制を構築することが、介護サービス事業者（以下、「事

業者」と言う。）の運営基準のひとつとなった。事業者は、職員による利用者への虐待や虐待が疑われるケア

の未然防止、緊急対応と再発防止等に組織的に取り組むこととなった。その一方で、虐待等への対応や解決

を急ぐあまり、高齢者虐待防止体制の要となる管理職が、虐待を疑われる事案に関わった職員に対して、過

度に心理的な圧迫等をしてしまう恐れもある。このような状況になると、職場内の信頼関係が損なわれ、関

係者から虐待等の事実関係を聞き取ることが難しくなり、原因究明や再発防止につながりにくくなる。 

事業者は、リスクマネジメントの観点から高齢者虐待防止に取り組むことが重要になる。本レポートでは、

高齢者虐待の実態等を振り返るとともに、特に虐待等の発生が疑われた場合、緊急対応として行われる管理

職のヒアリングを想定し、事業者に望まれる取り組みと管理職のコミュニケーションスキル等を述べる。 
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1.高齢者虐待防止体制が求められる背景 

1.1. 事業者による高齢者虐待件数の増加と高齢者虐待の種別 

令和 3 年度介護報酬改定による運営基準の改正により、事業者は、高齢者虐待防止体制を整備することが

義務づけられた。具体的には、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待防止検討委員会の開催、

指針の整備、研修の実施、担当者を定めること等が事業者に求められた。 

ただし、事業者は、従前より虐待防止に取り組んでいる。2005 年（平成 17 年）11 月 1 日に、国会におい

て「高齢者に対する虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」（以下、「高齢者虐待防止法」

と言う。）が可決、成立し、2006 年（平成 18 年）4月 1日から施行1されている。事業者は、高齢者虐待防止

法に基づいて、高齢者虐待防止に取り組み、虐待や虐待が疑われる事案があった場合は、地方公共団体に通

報することとなっている。 

高齢者虐待防止法の施行以降、厚生労働省は、「養護者（高齢者の日常生活の世話をする者）」及び「養介

護施設従事者等（養介護施設又は養介護事業の業務に従事する者）」による「高齢者虐待の虐待判断件数、相

談・通報件数」を公表している。事業者における高齢者虐待の状況の参考として、「養介護施設従事者等」の

統計を見ると（図 1 参照）、高齢者虐待の相談・通報件数及び虐待判断件数は上昇を続けており、令和元年度

の「養介護施設従事者等」に係る高齢者虐待の相談・通報件数（2,267 件）と虐待判断件数（644 件）を比較

すると、相談・通報があったもののうち、概ね 3割（（＝644 件/2,267 件）約 28％）が虐待と判断される傾向

がうかがえる2。 

 

 

図 1 「養介護施設従事者等」における高齢者虐待の相談・通報件数と虐待判断件数3 

 

 

                              
1 平成 30 年 4月 1日より、改正された高齢者虐待防止法が施行されている。なお、高齢者とは「65 歳以上」のこと

（同法第 1条）。 
2 調査年度内に市町村が受け付けた「相談・通報件数」と、調査年度内に市町村等が虐待と判断した「虐待判断件数」

から目安として算出している。実際には、「相談・通報」をうけてから、虐待と判断されるまでにタイムラグがあること

に留意が必要である。（出典）厚生労働省「令和元年度 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法

律に基づく対応状況等に関する調査結果」 
3 （出典）厚生労働省「令和元年度高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況

等に関する調査結果」図 1 



損保ジャパン RM レポート ｜ Issue 216 ｜ 2021 年 6 月 25 日 

Copyright © 2021 Sompo Risk Management Inc. All rights reserved. ｜ 3 

なお、高齢者虐待とは、「高齢者が他者からの不適切な扱いにより権利利益を侵害される状態や生命、健康、

生活が損なわれるような状態に置かれること」4であるが、高齢者虐待防止法第 2条第 4項の中でより具体的

に整理されている。表 1 は、それらの定義と具体例を付してまとめたものである。 

 

表 1 高齢者虐待の種別、定義、具体例5 

種別 定義 具体例 

身体的虐待 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる

おそれのある暴行を加えること。 

・ たたく、つねる、殴る、蹴る、やけど

を負わせる 

・ ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過

剰に与える、身体拘束・抑制をする、

無理に食事を口に入れる 等  

介護・世話の放棄・

放任 

高齢者を衰弱させるような著しい減食又

は長時間の放置その他の高齢者を養護す

べき職務上の義務を著しく怠ること。 

・ 高齢者本人が必要とする介護・医療サ

ービスを、相応の理由なく制限した

り、使わせない（例：ナースコールを

とらない、コードを抜く） 等 

心理的虐待 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒

絶的な対応その他の高齢者に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

・ 排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前

で話すなどにより高齢者に恥をかか

せる 

・ 怒鳴る、ののしる、悪口を言う 

・ 侮辱を込めて、子どものように扱う 

・ 高齢者が話しかけているのを意図的

に無視する 等 

性的虐待 高齢者にわいせつな行為をすること又は

高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ

と。 

・ 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身

を裸にして放置する 

・ 性行為を強要する 等  

経済的虐待 高齢者の財産を不当に処分すること、そ

の他当該高齢者から不当に財産上の利益

を得ること。 

・ 日常生活に必要な金銭を渡さない、使

わせない 

・ 本人の自宅等を本人に無断で売却す

る 

・ 年金や貯金を本人の意思・利益に反し

て使用する 等  

 

厚生労働省の令和元年度の調査によると（図 2 参照）、養介護施設従事者等による虐待と特定された被虐

待高齢者 1,060 人の虐待種別では、「身体的虐待」が 60.1％と過半数を占め、次いで「心理的虐待」が 29.2％

とあるが、虐待は、例えば「身体的虐待」と「心理的虐待」等の複数の虐待行為が重なって発生することに

留意が必要である。 

 

                              
4厚生労働省「Ⅰ 高齢者虐待防止の基本」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-

Roukenkyoku/1.pdf（アクセス日：2021.6.9） 
5 （出典） 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 17 年制定、平成 29 年改正）、及び

厚生労働省「家庭内における高齢者虐待に関する調査」（平成 15 年 11 月）をもとに当社作成。 
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図 2 虐待の種別の割合（複数回答）6 

 

1.2. 潜在的に存在する「不適切なケア」 

一方、高齢者虐待かどうか判別しがたいが、高齢者の権利擁護のために注意が必要と思われる事案として、

「不適切なケア」と言われるものがある。不適切なケアとは、ケアに関わる者が「つい」、「とっさに」行っ

てしまいがちな、高齢者への配慮が不足したケアをいい、虐待につながる恐れがある。 

不適切なケアの問題は、ケアに関わる者の接遇スキルが低いことに起因して、高齢者の「（安全等のために）

よかれ」と思って無意識・無自覚に行われていることも多く、その結果、ケアを受ける高齢者を長期間苦し

め、問題に気づくことが遅れてしまうことがある（表 2 参照）。 

 

表 2「不適切なケア」の例7 

 排せつ・入浴 

入浴後にバスタオル１枚かけたまま廊下を移動させる、紙おむつをつけている利用者が「おしっこ出た」

と訴えても「時間じゃないから…」と交換しない 等 

 

 食事 

目の前でどんぶりにハサミを入れうどんを切る、「これ飲まなかったら、次の食事あげんよ」等という、口

を開けないので鼻をつまんで食事介助する 等 

 

 放置・無視 

「ちょっと待っててね」といったまま対応しない、職員に声をかけているが聞こえてないのか無視して何

度も素通りする 等 

 

 その他 

食後の口腔清拭のために入れ歯を取り出し乱暴にいきなりゴム手にガーゼをまき清拭する、家では自立歩

行でトイレに行けるが施設では車椅子で過ごさせる 等 

 

 

 

                              
6 （出典）令和元年度「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律に基づく対応状況等に関する

調査結果」図 3 
7 （出典）特定非営利活動法人 地域ケア政策ネットワーク介護相談・地域づくり連絡会. 身体拘束及び高齢者虐待の未

然防止に向けた介護相談員の活用に関する調査研究事業報告書. 平成 29（2017）年 3月 pp.23-24 より当社作成。 
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図 3 は、虐待と不適切なケアの関係性に係るイメージである。前節の図 1 のグラフから読み取れる虐待と

判断されなかった相談・通報件数は、顕在化した「不適切なケア」ともいえる。相談・通報されないままの

顕在化していない事案もありうることから、虐待につながりかねない「不適切なケア」が、事業者内にも潜

在的に存在する恐れがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 虐待と不適切なケアの関係性8 

 

 これから高齢者の人口が増え、日本の総人口に占める高齢者の割合がさらに高まるに伴って、高齢者虐待

件数や不適切なケアも継続して増えていく恐れがある。事業者には、高齢者の権利擁護をより確実にするた

めにも、虐待として顕在化していない不適切なケアの段階からその芽をつむ高齢者虐待防止体制づくりが望

まれている。 

 

2. 高齢者虐待リスクを低減し被害を回避するコミュニケーション力の向上 

2.1. リスクマネジメントとして取り組む高齢者虐待の未然防止策 

リスクマネジメントとは、リスクを組織的に管理（マネジメント）し、損失などの回避または低減をはか

るプロセスである。令和 3年度介護報酬改定にて事業者に求められている高齢者虐待防止体制は、いわば「高

齢者虐待リスク」を特定し、その低減（未然防止）と被害を最小限に抑える（緊急対応）リスクマネジメン

トである。 

高齢者虐待や不適切なケアが発生する大きな背景・要因には、「教育・知識・介護技術等に関する問題」、

「職員のストレスや感情コントロールの問題」等があげられており9、事業者は、未然防止策として、職員向

けに介護技術をより高めるための研修やメンタルケアを講ずることが望まれる。 

また、その背景・要因をより掘り下げると、職場内のコミュニケーション不足が懸念される。リスクマネ

ジメントを有効に行うためのひとつとして、関係者間によるコミュニケーションの重要性があげられている

が10、事業者に求められる高齢者虐待防止体制をより良く機能させるためにも、「高齢者虐待リスク」に係る

                              
8 （出典）当社作成 
9 （出典）厚生労働省 平成 28 年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業）報告書. 図表 2-Ⅱ-2-26 

虐待の発生要因（複数回答）p.27 
10 リスクマネジメント－指針 ISO31000 日本工業規格 JIS Q 31000：2019 「6.2 コミュニケーション及び協議」参照。

「リスクの影響を受ける者たちの間に一体感及び当事者意識を構築する」等と、コミュニケーションの意義等に触れら

れている。 

不適切なケア 

虐待 

 

顕
在
化 

潜
在
化 
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職場内の考え方や態勢等について目線を合わせるコミュニケーションが必要である。 

そのためにも、管理職による、より良い職場風土づくりのためのコミュニケーションスキルの発揮が期待

される。管理職のコミュニケーションが、日頃から多くの職員にとって高圧的に感じられたり、業務上の悩

み等があっても相談しにくかったりすると、職場内の「高齢者虐待リスク」は低減されないままとなってし

まう。 

 

2.2. 緊急対応時に発揮したいコミュニケーションスキルの習得 

リスクマネジメントには、未然防止策のみならず、被害の拡大等を防ぐ緊急対応策も重要である。虐待や

虐待が疑われる事案の発生とは、事業者にとって、いわば「高齢者虐待リスク」の顕在化により利用者の生

命身体、組織の有形・無形の資産が危機的な状況に直面する「緊急事態」といえる。 

虐待や、不適切なケアを見聞きした職員は、直属の上司や施設管理者等の管理職に報告、相談する。管理

職は、「何があったのか、いつ、どのように発生したのか」という事実確認や原因究明、被害の深刻化を防ぐ

迅速対応のため、虐待等の行為が疑われる職員や、事情を知っていると思われる職員等にヒアリングする。 

ヒアリングによって、管理職は、虐待等の背後にあった人間関係や制度、ルールの運用実態等のより詳し

い事実にも触れることができる反面、コミュニケーションの取り方次第では、虐待等への関与が疑われた職

員を精神的に追い詰めてしまったり、隠ぺいに走らせたりする恐れがある。そうなると、関係者から十分な

事実関係等のヒアリングができず、組織として適切な対応ができなくなってしまう。 

管理職には、「緊急事態」に対応する責任がある。「緊急事態」への適切な対応は、準備なしでは難しい。

事業者は、虐待や虐待が疑われる事案の発生時に備えて、以下のように環境を整備することが望ましく、ま

た、管理職は、コミュニケーションスキルを適切に発揮することが望まれる。 

 

① 事業者が講ずべきコミュニケーション強化策（マニュアルの作成とロールプレイの実施） 

  虐待等の報告を受けた場合、利用者の生命・身体に関わることもありうるため、事業者として一刻も

早くヒアリングを進め情報を収集してもらいたい。しかし、何の準備もなく管理職にヒアリングを進め

させることは、場当たり的になり肝心なことを聴きだせず、二度手間になる恐れがある。また、ヒアリ

ングを進める管理職が、特定の職員を一方的に疑う姿勢だったりすると、いざという時に、関係者から

十分な事実関係等のヒアリングができず、組織として適切な対応ができなくなる恐れがある。 

そのためにも、事業者は、ヒアリングの全体的な流れを前もってマニュアル等に作成しておくことが

望ましい。マニュアルを作成するにあたっては、全体的な流れをステップに分け、管理職が自らの行動

をチェックできるようにまとめることがよい。（図 4 参照）。 
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図 4 ヒアリングのシナリオ（概要）例11 

 

マニュアルには、以下の内容を例示することで、管理職のコミュニケーションの平準化も期待でき

る。 

 ヒアリング冒頭の声掛け 

 例：今日は忙しくなかったですか？、〇〇のことについてお時間をいただきたいのです 等 

 ヒアリングに望ましい場所 

 例：明るい部屋、圧迫感を与えない広めの部屋 等 

 ヒアリングを行う際の座る位置 

 例：カウンセリングポシション 等 

 ヒアリング終了時のクロージングの言葉 

 例：お話が聞けてよかったです、あなたの力になれることがあったら協力しますから 等 

 

事業者は、管理職に対してマニュアルを周知、教育、研修をすることが必要だが、座学のみならず、

例えば質問者役と質問をされる職員役に分かれてロールプレイを行うことで、スキルがより高まる。

よくコミュニケーションスキルと言われるが、スキルとは技術であり、技術は訓練を通して向上する。

コミュニケーションも技術であり、訓練すれば身についていく。 

 

②管理職が発揮すべきコミュニケーションスキル（「傾聴と共感」及び質問技法） 

ヒアリングでは、職員に対する「傾聴と共感」と「状況の把握」が重要な位置を占める（図 4 参照）。

「傾聴と共感」のスキルは、具体的には、相づちをうって相手の話を聴いていることを示し、相手の

言葉を繰り返し（リフレイン）、相手の感情を自分のものとして理解を示す（共感）等の方法であり、

介護等の対人援助に関わる多くの人たちが、利用者へのケアのために身につけているコミュニケーシ

ョンスキルである。 

ヒアリング時において、管理職は、そのスキルを職員に対しても発揮してほしい。管理職は、自分

                              
11 （出典）当社作成 
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の思い等にとらわれ過ぎて、職員の話に対して無言になったり、ため息をついたり等の行為が無いよ

う対応することが大切である。 

「状況の把握」は、虐待が疑われる事案はいつ頃に、何があったのか、他に誰がいたのか等、発生

頻度等の事実を確かめ被害の程度を推し量ることが目的であり、そのためには、聞き出すための質問

スキルが重要である。具体的には、5W1H によるオープンクエスチョン（開かれた質問）を中心に適切

な質問を組み立てることである。質問の例として、「なぜ（Why）？」という質問を避け、「原因は何で

すか/何があったのですか（What）？」等と質問する方が望ましい。「なぜ（Why）？」という質問は、

「責められている」ような感覚を相手に与えやすく、また、相手は、事実よりも自らの「思い」や「感

情」を述べることも多くなる。 

「傾聴と共感」「状況の把握」に係るスキルは、虐待等の発生時におけるヒアリングのみならず、日

頃のコミュニケーションの円滑化にも役立つ。  

 

おわりに 

高齢者虐待防止に係る事業者、管理職の責任はより高まっているが、従前より苦情処理体制等を通じて、

必要な施策を講じていたところも多い。まずは現在取り組んでいるリスクマネジメントを「高齢者虐待リス

ク」に特化して見直すとともに、効果的なリスクマネジメントを支える基盤となる職場内のコミュニケーシ

ョンを振り返ることが大切である。 

本レポートでは、リスク対応としてのコミュニケーション、中でも緊急対応時のヒアリングに焦点を当て

て、コミュニケーション向上に係る取り組みにふれたが、日頃のコミュニケーションの改善にもつながるだ

ろう。虐待の主な原因は、職員のストレスや技術の不足といわれている。日頃のコミュニケーションの改善

は、相談しやすい、風通しのよい職場風土が作られることにつながり、結果として虐待等の未然防止につな

がるはずである。 
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